
市の認定連携

事業者だから

安心して相談

できます！ 令和8年度
大東市空家相談窓口連携事業
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相 談

無料

ワンストップ窓口（電話相談）

市職員が相談内容をお聞きし、受付をします。その後、
認定連携事業者の担当者から折り返し連絡します。

※折り返しをする認定連携事業者は輪番体制のため、特定の事業者を希望する方は直接ご連絡・

ご相談いただいても結構です。連絡先は、市ホームページをご確認ください。

個別相談会（対面）

個別相談会を定期開催します。空家の専門家
である認定連携事業者と直接お話できます。

認定連携事業者

一般社団法人既存住宅・空家プロデュース協会
NPO法人空家空室再生ネットワーク

公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部
一般社団法人とちかつ
一般社団法人つながる未来サポート協会

日 時

相談時間

会 場

第2月曜日・第4金曜日（祝日除く） 13：00 ～ 16：00

1組あたり45分
(13:00~ , 13:45~ , 14:30~ , 15:15~)

大東市役所市民相談室

対象者

持ち物

市内にある空家の所有者・親族

固定資産税通知、登記簿など

要受付

6/8
1

月

相 談

無料要予約
１日

４組限定

窓口受付・相談予約

大東市 都市経営部 都市政策課

電話 072-870-0483
（ 9：00 ～ 17：00）

市ホームページ
事業の詳細など詳しくはこちら
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住宅に関する補助金のご案内


